
○都市計画法 

(昭和四十三年六月十五日) 

(法律第百号) 

(都市計画の基本理念) 

(定義) 

第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図

定に従い定められたものをいう。 

2～16 略 

(都市計画基準) 

第十三条 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するもの

を含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、

中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地

方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められてい

るときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、

港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮

一～十八 略 

2 都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市の住民が健康で文化的な
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都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する

計画を定めなければならない。 

3～6 略 

(市町村の都市計画に関する基本的な方針) 

計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるも

のとする。 

3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道

府県知事に通知しなければならない。 
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